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職
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程
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改
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る
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一

教
育
委
員
会

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
職
員
福
利
課
）
…
二

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
章

服
務
の
宣
誓
（
第
三
条
）

第
三
章

勤
務
時
間
等
、
休
暇
及
び
欠
勤
等
（
第
四
条
―
第
七
条
の
七
）
」
を
「
第
二

章

勤
務
時
間
等
、
休
暇
及
び
欠
勤
等
（
第
三
条
―
第
七
条
の
七
）
」
に
、
「
第
四
章
」
を
「
第
三

章
」
に
、
「
第
五
章

宿
日
直
（
第
十
六
条
―
第
二
十
七
条
）

第
六
章

職
員
き
章
及
び
職
員
の
証
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）
」
を
「
第
四
章

職
員
記
章
及
び
職
員
の
証
（
第
十
六
条
・
第
十
七
条
）
」
に
、
「
第
七
章
」
を
「
第
五
章
」
に
、

「
第
三
十
条
―
第
三
十
三
条
」
を
「
第
十
八
条
―
第
二
十
条
」
に
、
「
第
八
章
」
を
「
第
六
章
」

に
、
「
第
三
十
四
条
―
第
三
十
六
条
」
を
「
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
を
削
る
。

第
三
章
中
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
四
条
の
二
を
第
四
条
と
し
、
同
章
を
第
二
章
と
す
る
。

第
四
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
五
章
を
削
る
。

第
六
章
の
章
名
中
「
職
員
き
章
」
を
「
職
員
記
章
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
職
員
記
章
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
職
員
き
章
（
第
九
号

様
式
」
を
「
職
員
記
章
（
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
職
員
き
章
を
紛
失
又
は
き
損

し
た
」
を
「
職
員
記
章
を
紛
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
」
に
、
「
す
み
や
か
に
職
員
き
章
紛
失
（
き

損
）
届
（
第
十
号
様
式
」
を
「
速
や
か
に
職
員
記
章
紛
失
（
毀
損
）
届
（
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
職
員
が
」
を
「
職
員
は
」
に
、
「
失
な
つ
た
」
を
「
失
つ
た
」
に
、
「
職
員
き

章
」
を
「
職
員
記
章
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号
様
式
）
を
け
い
帯
し
な
け
れ
ば
」
を
「
第
八
号
様
式
）
を
携

帯
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
変
更
の
あ
つ
た
場
合
」
を
「
に
変
更
を
生
じ
た
と

き
」
に
、
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
第
十
二
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
、

「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
紛
失
又
は
き
損
し
た
」
を
「
紛
失
し
、
又
は
毀
損

し
た
」
に
、
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
、
「
知
事
の
」
を
「
知
事
に
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
六
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
を
第
十
八
条

と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
す
み
や
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
、
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十

一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
終
つ
た
」
を
「
終
わ
つ
た
」
に
改
め
、
を
同
条
を
第
十
九

条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
八
号
様
式
」
を
「
第
十
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。
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第
七
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
三
十
四
条
を
削
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
二
十
号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
二
十

一
条
と
す
る
。

第
三
十
六
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
八
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
五
号
様
式
の
（
そ
の
二
）
中
「課

（
室
）
出
先
機
関
名

」
を
「所

属

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
九
号
様
式
中
「第

２
８
条

」
を
「第

１
６
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「第

２
８
条

」
を
「第

１
６
条

」
に
、
「職

員
記
章
紛
失
（
き
損
）
届

」
を
「職

員
記
章
紛
失
（
毀
損
）
届
」
に
、
「
き
損
）
し
た
」
を
「
毀
損
）
し
た

」
に
、
「き

損
）
の

」
を

「毀
損
）
の

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「第

２
９
条

」
を
「第

１
７
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「第

２
９
条

」
を
「第

１
７
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
九
号
様
式
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「第

２
９
条

」
を
「第

１
７
条

」
に
、
「き

損

」
を
「毀

損

」
に
改
め
、
同
様

式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「第

３
１
条

」
を
「第

１
９
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す

る
。第

十
六
号
様
式
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「第

３
３
条

」
を
「第
２
０
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
す

る
。第

十
八
号
様
式
中
「第

３
３
条

」
を
「第

２
０
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
三
号
様
式
と
す

る
。第

十
九
号
様
式
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「第
３
５
条

」
を
「第

２
１
条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
四
号
様
式
と
す

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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会
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森
県
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員
会
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令
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第
七
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所
轄
教
育
機
関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
章

服
務
の
宣
誓
（
第
三
条
）
」
を
「
第
二
章

削
除
」
に
改
め
る
。

第
二
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

削
除

第
三
条

削
除

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
３
号
様
式
削
除

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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